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　加入者・障害のある方のご意思をお汲み取りいた
だき確実に障害のある方が年金を受取ることがで
きるようご協力ください。
　なお、加入者の方がご病気などのご事情で各種
手続き（次ページ参照）をとることができない場合も
ありますので、年金請求前にあっても、ご配慮・ご協
力いただけますようあわせてお願いいたします。



①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語の機能を全く永久に失ったもの
③そしゃくの機能を全く永久に失ったもの
④両上肢を手関節以上で失ったもの
⑤両下肢を足関節以上で失ったもの
⑥一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの
⑦両上肢の用を全く永久に失ったもの
⑧両下肢の用を全く永久に失ったもの
⑨十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
⑩両耳の聴力を全く永久に失ったもの




